
連絡先等の届出書について 

 

  連絡先等の届出書（以下「本届出書」といいます。）は、裁判所があなた宛

てに文書等を送付したり、電話連絡をするために、送付先・電話番号を教えて

いただくものです。申立書等とともに裁判所に必ず提出してください。 

１ 本届出書に非開示を希望する部分がある場合 

本届出書に非開示を希望する部分がある場合には、「非開示の希望に関する

申出書」を作成して、ステープラー（ホッチキス）でとめて一体として提出し

てください。 

２ 秘匿決定の申立てをしている場合 

  本届出書の書類送付場所の「□秘匿事項届出書面と同じ」にチェックをして

ください。 

３ 本届出書の送達場所の届出欄について 

  送達場所の届出は、家事事件手続法３６条が準用する民事訴訟法１０４条

に規定された送達場所を届け出るものです。裁判所が送付する書面のほとん

どは、本届出書で届け出られた書類送付場所宛てに普通郵便で送りますが、審

判、決定及び調書の謄本等については、特別送達郵便（配達員が対面で郵便物

を渡し、受領印等をいただく方法）で送達する場合があります。 

そのため、送達する場合の宛先となる住所を送達場所の届出欄に正確に記

載してください。また、送達場所として届け出た場所で、ほかの方に書面を受

け取ってもらいたい場合には、その方を「送達受取人」として届け出ることも

できます。 

届出送達場所宛てに裁判所が書面を送達し、不在や転居などの理由により

あなたや送達受取人が実際に受領しなかったときでも、その書面を受け取っ

たものとして扱われることがありますので、ご注意ください。 

一度送達場所の届出をすると、審判・決定・調書等の送達先は、届出書に記

載された場所に限定され、改めて届出書を提出しない限り他の場所に送達さ

れませんので、ご注意ください。 

 



  

 

 

令和  年（家 ）第     号 

 

連 絡 先 等 の 届 出 書 

令和  年   月   日 

□申立人 □相手方（氏名）                ㊞ 

 

標記の事件について、連絡先等として、次のとおり届出をします。 

※あてはまる項目の□にレ点をつけてください。 

書類送付場所 

 

□ 申立書記載の住所 

□ 秘匿事項届出書面と同じ 

□ 次の場所です。  

 〒    － 

 

 

（部屋番号や○○様方等も正確に記入してください。） 

場所と本人との関係：□住居所 □就業先（勤務先） 

          □その他（ ） 

連絡先電話番号 

（平日昼間に連絡がつ

く電話番号） 

□ 携帯電話番号      

           （     ）           

□ 固定電話番号（□自宅／□勤務先） 

 

           （     ）           

 □ どちらに連絡があってもよい。 

□ できる限り、□携帯電話 への連絡を希望する。 

□固定電話   

送達場所の届出 □ 上記の書類送付場所と同じです。 

□ 次の場所です（日本国内に限る。）。 

 〒    － 

 

 

（部屋番号や○○様方等も正確に記入してください。） 

場所と本人との関係：□住居所 □就業先（勤務先） 

送達受取人（氏名 ） 

 


